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第1組織

II 1管轄区域図

口本庁管内
ロ呉支部管内
ロ尾道支部管内
ロ福山支部管内
ロ三次支部管内

◎本庁･簡裁･検審所在地

○支部･簡裁･検審所在地

口簡裁所在地

~~~一~~~~市町村区域

（

（
I

合計尾道 三次本庁 福山呉

232,379
4

1,686,592 1人口(人） 512,665 2,815.290273,874 109,780

2,445.14面積(k㎡） 8.479.463,222.17 614.84 965.66 1,231.65
にママ'沢; ~－可

合議 ○ ○ ○

■一■I

執行取扱 ○ ○
I 【 I

○
．￥

○労働審判取扱

63弁護士数 594478 25 20 8

’ ’司法書士数 32 22 536361 37 84

※人口は平成31年2月末日現在の数値

※弁護士数及び司法書士数は平成31年4月現在の数値
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刑事第一部

刑事第二部

刑事訟廷

－ 刑事部

モ（

事務局

｜ 広島第二検審I

ノ、

（
' 3職員数 I

(平成31年4月1日現在）

※家裁本務の裁判官は除く。

－2－

広島第一検審

裁判官
(※）

d

一般職稲 幽
『|｡』 竃､1－石 ’■再■‐■ 凶一コ■－』ヨ

広島地裁本庁(広島簡裁を除く｡）

支部(呉尾道福山,三次）

簡易裁判所(広島4支部.6独簡）

25

9

15

293
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第2民事部関係

ざ
■

刑
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
夕｛ 1民事部(訴訟部)の特徴

民事通常事件のほか,次のとおり専門事件を集中して事件処理
、／‐

I医療関係訴訟事件集中部(H19.4～）

●民事第1部

（1） 5病院との協力関係構築

医療従事者等と法曹との間で,病院見学,パネルデイスカツシヨン,医療従事者
の法廷傍聴等を実施

（

（3）事件動向

新受件数…｡･H28年･14件, H29年｡18件, H30年｡20件

H31年(3月まで)｡3件

I’ 行政訴訟事件集中部

民事第2部

民事第3部

新受件数…H28年･39件, H29年｡40件，

H31年(3月まで)｡9件

●
●

H30年｡44件

I’ 労働審判事件(及び異議事件)集中部(H20.4～）（
●民事第3部

新受件数…･H28年｡35件, H29年･27件, H30年･36件

H31年(3月まで)･9件

－

一

'一

｜ ＜参考＞

’ 福山支部における処理状況 ※H29.4から労働審判事件の取扱い開始
新受件数｡…H29年(4月～12月)･8件, H30年｡15件

H31年(3月まで)｡5件

ノ

ノ、‐

-3-
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特殊事件の係属状況(H31,3.31現在) [受理順］ I
ﾛ■－ －＝ ．－

…～上 、一一 皇砦＝一
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担当部
一

民事第3部

事件名

到

Ｊ

１

刊
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》
一
討
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亡
》
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lﾛ 1

0

1

民事第2部

I ■
■
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■

民事第2部

I 民事第2部
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

民事第2部
一

民事第2部〈

|霊第1部
｢~民事嘉蔀
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I{ 2事件処理状況(訴訟）
(1)民事第一審通常訴訟事件の処理状況(地裁）

戸 、

2,500

2,000 一一管内全体(新受）

－毎-管内全体(未済）

寺本庁(新受）

→←本庁(未済）
1,500

1,000

500

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

平成31年3月末平成30年平成29年平成26年 平成27年 平成28年
霊（

管内全体(新受） 4772↑065 2，1412,2062,367 2,337

管内全体(未済） 1,9561β38 1,9982,027 2,008 1 ,838

本庁(新受） 3261,595 1,522 1,500 1 ，5051,635

本庁(未済） 1,4221，349 1,4521,2941,489 1,423

、

刺
ノ

|′

L

新受は,平成21年(4527件)をピークに減少し,平成29年は平成21年の約46％となったが,平成30年に

止まった｡なお,平成30年は.年度の後半に新受が減少した支部があるものの,年間の新受件数からみると

島地裁全体としては,同年7月豪雨の影響は少なかったと考えられる。
、

（2）民事訴訟事件(交通事故損害賠償事件)の処理状況(地裁）
一 、／

I

500

450

400

350

300

250

200

150

100

ダヵ

／＝

÷管内全体(新受）

＝昌一管内全体(既済）

-士一本庁(新受）

→←本庁(既済）

（

／

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

革｢燕平成31年2月末平成30年平成29年平成26年 平成27年 平成28年

管内全体(新受） 62466323 348 367 375
。

管内全体(既済） 57346 364321 399262

本庁(新受） 44318234 231 244 255

’ 本庁(既済） 43220 239156 239 270

'、

、
ノ

ｒ
，
１
１
１
１
、

民事訴訟事件は， （1）のとおり,新受が平成29年まで減少傾向にあったが,交通事故損害賠償事件に

ついては‘管内全体で増加している。

ノ

－5－



（3）既済事件平均審理月数(ワ号）

、
ヨ

／
■■■
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哩
鴎
皿
皿
ｍ
ｍ
ａ
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８
８
Ｚ
Ｚ
６
６
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且

く

ｉ
」

平27 平28 平29平24 平25 平26 平30 平31平21 平22 平23

－全地裁 8.2 8-5 8.7 8.6 9．06．5 6.8 7.5 7.8 8.7 9.7

＝･一広島高裁管内 10．3 10．5 11．86．5 7.6 8.3 9.0 9.7 10．7 11．16.6 I 11R

－広島地裁管内 10．9 11．0 岬
一
噸

10．8 11 ．86.6 6.5 8.3 8.8 9,57.7

' 63 1 66 1 75 16.3 6.6 7.5 | ﾘ'211．2一広島地裁本庁 9.1 10．0 11．6 10．8 10．78.3

Ｆ
Ｌ
新受事件が減少傾向にある一方, (4)のとおり

て,平均審理月数も長くなっている。
ノ、

（4）民事第一審通常訴訟の未済事件の審理期間内訳表(広島地裁管内）
、／

250

＝×
200

～x－－－－－x〆一
150

( 一◆
100

ー－マ

蟹一一一昼-一遍一一
50

0

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

｜
｜

’

坪成30年平成26年 平成27年 平成29年 平成29年

2年超3年以内 147 132 97 94 128

3年超5年以内 61 77 69 63 65

]

5年超 12 13 16 2513

計 ， 221 179 173221 218

、 ノ

■

－6－



(5)民事第一審通常訴訟事件の処理状況表(平成30年）

〆 、

未済事件係属状況

未済事件

平均審理糊’

未済事件
合議率
（％）

長期未済
係属状況

（％）ｊ

受
比
率

新
数
済

対
件
未く

未済

累積度
未済
改善率

既済率既済 未済新受

21 ．3％本庁 1 .505 1.452 0.93 154 0．96 12．2 11．3％ 0．881．402

0.74 16．7％ 13．5％呉 1 ． 19 12．3 0．89130 140 96 1．08

／／
／

尾道 0.70138 0.93 11．4 7.8％110 97 102 0．88

福山 342 285 309 0．83 1 ．33 0.90 11 ．2 9.4％ 0．80 5.8％

〈
蟻／
／

／
三次 54 0．59 0．72 6.2 2.6％ 1 － 1944 39 0．81

広島地裁
合計・平均

0．93 11．9 10.9％ 0．87 17．0％2， 141 1，968 1 ．998 0．92 1 ．45

全地裁

合計。平均
15，2％138,441 138,677 100,686 1．00 1 ．00 0.73 10．5 8.9％ 0．97

平成29年

広島地裁
合計｡平均

2，065 2,078 9.5％ 17.2％1 ．825 1．01 1 ．42 0．88 11 －3 1 ．00

ノ、

【締累瀧】 ‘

全国平均(1.00)との鋤で糊の瀧棚観る樵

轤出施

締難度 纈蝋x締事|秤蠣瑚間

（

(雌国比） -振徽x全国平均締率x未溝催国平塘瑚間

継国平鰄解は,釧訓糊撒÷振|轍

【糊改善率】

前年|こ比べて糊の羅棚力iどのように臆したのかを計る熊

轤出城

未敵善単 一前年勵締|轍x前年勵糊事件平均識期間

(揃靴） 今年即纈徽x今鞭の締事件平鱸瑚間

-7-
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3民事部(専門部)の特徴

、〆

●民事執行事件,民事保全事件,配偶者暴力等に関する保護命令事件,倒産事件
（破産民事再生,特別清算,会社更生)，民事｡商事非訟事件及び調停事件
※民事･商事非訟事件は民事訟廷事件係の書記官が担当

※調停事件は,調停係の書記官が担当

I事務処理態勢1事務処理態勢

T
・
園
守
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｊ
Ｊ
〕
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｈ
字
‐
’
１
●
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

執行受付係民事第四部

（

-1~雨＃債権執行係 ｜
」

~| 倒産部門 倒産受付係

倒産事件係

●秘匿情報の取扱いに関する事務処理要領の作成

民事第4部では,秘匿情報の取扱いについて,各係で簡単な処理要領を作成し’また,訴訟事件
を中心として平成27年12月に当庁で作成された事務処理要領も参考にしながら事務処理をしてい
た｡しかし,秘匿情報の重要性に鑑み,非訟事件の特徴を考慮した事務処理要領を作成する必要
が生じたことから,倒産係は,平成28年11月に処理要領を作成(31.1.30改訂)し,執行係は,共通
部分と個別部分に分けて,各事件の種別ごとに処理要領を作成(31.1.7改訂)し,現在,それぞれに
基づいて事務処理を行っている。

（

●競売市場修正率の見直し

競売市場修正率については,マンション等を除き50%で運用していたところ,より適正な評価とな
るよう,売却率や乖離率等のデータを分析し,評価人候補者と裁判所との間で協議を重ね平成29
年4月以降一律70%で運用することとした。

●破産事件における同廃･管財振分け基準の見直し

同時廃止事件と管財事件の振分け基準について,当庁では,財産総額60万円を基準としていた
が,平成28年度の民事執行事件及び倒産事件担当者等協議会での協議を踏まえ,個別財産20
万円を基準とする見直しを行った｡新たな振分け基準は,広島弁護士会との協議も行った上で,平
成30年1月1日から運用を開始している。

ノ、

－8－



（1）不動産執行事件の処理状況

r ~、

' 500

◆、 →
400

－◆一管内全体(新受）

－瞳一管内全体(未済）

→一本庁(新受）

一本庁(未済）

300

200

100

0

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

|平成26年|平成27年平成28年平成29年||平成30年
461 1 387 385 郷1 415
301 256 2421 197 290
302 267 258 241 301 1

1881 158 147 135 206 ’
平成31年3月末

68

248

45

173

管内全体(新受）

管内全体(未済）

本庁(新受）

本庁(未済）

（

〆
、

、

‐

１

１

１

ノ

新受は継続して減少していたが,平成30年は,本庁及び福山支部とも,前年比で増加し

た｡平成31年は,3月末時点では減少傾向で推移している。

ノ、

（2）債権執行事件の処理状況
~、r

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

~

（

l
l
l’ 0

平成27年

i , ー ー 一ｰ一一

平成28年 平成29年 平成30年平成26年

－畠‘平成26年,平成27年｜平成28年平成29年|平成30年
管内全体(新受） 2,835 2,666 2,683 2,593 2,231

管内全体(未済） 1,959 1,697 1,677 1 ‘784 1,740
本庁(新受) ‐’ 2,101 1,994 1,935 1 ,922 1,6381
本庁(未済） 1 ‘475 1,242 1,230 1,3051 1,2531

平成31年3月末

593

1,724

443

1 ,280

ﾉ’
I 弓

一一一ノ

新受は,増減を繰り返しながら一定水準で推移していたが,平成30年は,前年比で約1

減少した。

、

－9－



(3)破産･民事再生事件(含会社更生)の処理状況

〆 、

一管内全体(新受）

-←管内全休(未済）

一本庁(新受）

一一本庁(未済）

500

0 1 1－－－ ， ！

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

|平成26年|平成27年|平成28年平成29年平成30年’
' ’ 1,546 1,350 1,339 1,486 1,603
4901 386 427I 473L627
997 883 8921 1,0321 1,0681
3371 2671 2盤’ 3331 4231 口’

平成31年3月末

389

602

276

414

管内全体(新受）

管内全体(未済）

本庁(新受）

本庁(未済）
く

、

、

１

．

１

０

０

●

’

０

０

０

，

１

〃

ン

減少していたが,平成29年に増加に転じ,本庁では，

年も‘前年比で増加している。

ノL

(4)個人再生(小規模｡給与)事件の処理状況

、
／

250 ･

200 ‐

150 ‐

100 ‐

50‐

→

－管内全体(新受）

一轟一管内全体(未済）

一一本庁(新受）

－垰一本庁(未済）

今一三三も
（

0‐{-=一一薑＝ ‘

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

’
ー||平成26年|平成27年平成28年平成29年平成30年｜ 平成31年3月末

管内全体(新受） ’ 119’ ． 147 113 166 2121 65

管内全体(未済） ’ 54 67 60 85 115 118

本庁(新受） 841 1001 71 104 137 40
本庁(未済) 1 41 1 471 3Z 5Z 84 77

／
１
‐
１
．
１
１
１
１
１
１
１
‘
恥
哩
、

新受は，平成28年に前年比で約23． 1％減少したが.平成29年以降

平成30年は,平成27年と比較しても約44.2%増となっている。

ノ
！

、
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I1裁判員裁判事件について

(1)裁判員裁判の実施状況
、

／

新受 ｜ 既済 ｜ 未済

平成21年 岨
一
訓
一
卯
一
鋼
一
訓
一
旧
一
群
一
Ｗ
一
旭
一
釧

４
｜
酔
一
釧
一
粥
一
訓
一
調
一
羽
一
理
一
浬
－
９
｜
郡

躯
一
弱
一
認
一
羽
一
調
一
鋼
一
別
一
冊
一
桁
一
躯
一
ｍ

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年
一 － － _－ －－ －

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

累計

（

~ﾆーヘー’
※実人員

ノ

（2）新受

／●罪名別新受内訳
、

｜広島地裁
罪名

｜新受人員 ，比率

殺人 78‘

強盗致傷 50

膳薮茄~‘~－－1 ‘，
(準)強制わいせつ”劇 ，7
葎蔭融雪致聴’ @5
集団(準)強認死腐一一 4

三P~ ,-－一一＝幹 壹 ＝Af ､弓一二＝＝

現住建造物等放火 29
＝』坐一一一一一二＝一一一一

強盗致死(強盗殺人） ’41
強盗･強制性交等 8i

保謹責任者遺棄致死 61
偽造通貨行使 3

危険運転致死 5
．－

覚せい剤取締法違反 4
＝ニー

ーーーーー ‐ 」その他の特別法犯 0

総数 2841

罪名
｜ 全地裁
新受人員比率

27％ 2,995 22％

18％ 3,214 24％

11％ 1，181 9％

10%I 1,061 1 8%

9％ 963 7％

1％ 79 1％

10％ 1,355 10％

5％ ~ 331 2％

3％ 494 4％

2％， 76 1％
ゞ

1％ 232 2％

2％ 202 1％

1％ 1,078 8％

0％ 412 ・ 3％

100% 13,673 100%’
※平成30年12月末までの延べ人数

』
Ｆ
・
趾
覚せい剤取締法違反の比率は低いものの,殺人や傷害致死の重大犯罪及び性犯罪の比率が全地裁に比べて高し

1

ノ、

－11－
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（3）既済
、／

●判決人員と平均審理期間

判決人員(広島地裁）
合計 233人

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３

訳
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

内
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

(うち控訴3人）
(うち控訴6人）

(うち控訴22人）
(うち控訴21人）
(うち控訴13人）
(うち控訴13人）

(うち控訴12人）
(うち控訴12人）

(うち控訴9人）

(うち控訴5人）

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

４
４
４
３
０
６
８
２
２
８

２
３
３
３
３
２
２
２

全地裁広島地裁
自白･否認の別荷懇

平均審理期間
（月）

平均審理期間

（月）
判決人員判決人員判

4.84.5 1142自白

否認

(否認率）

平成21年
28

(19.7%）

2

(50.0%）
5.66.8

（
9,0 970 7-4自白 12

平成22年
536

(35.6%）

12

(50.0%）

否認

(否蕊農事）
9.812．8

7.3自白 6．2 8858

平成23年
640

(42.0%）

26

(76.5%）

否潔

(否認率）
10．910．7

7.1 806 7.2自白 7

平成24年
694

(46;3%）

26

(78.8%）

否認

(否認率）
11．712．6

7-1自白 9.0 72512

平成25年
662

(47.7%）

18

(60.0%）

否認

(否認率）
11．5 10．9

7.4 644 7.0自白 17

平成26年

（
19

(52.8%）

558

(46.4%）

否認

(否騨率）
12．1 10．6

623 7．413 7．6自白

否認

（否認率）

自白

否認

（否認率）

平成27年
15

(53.6%）

559

(47.3%）
11．211．7

自白 7．1 568 8．07

平成28年
15

(68.2%）

536

(48.6%）

否認

(否認率）
12．8 12．1

自白 14 8．7 449 7．9

平成29年
517

(53.5%）

8

(36.4%）

否認

(否認率）
124 121

凸7

自白 6－06 496 7－7

平成30年
2

(25.0%）

531

(51.7%）

否認

(否認率）
6.9 12．3

I 全国に比べて,否認事件の割合が高く,控訴率も高い。 ’
ノ、
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（4）選任手続

〆 、

●裁判員候補者名簿登載者数

’
平成29年｜平成30年平成22年｜平成23年｜平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成31年

広島 5,8001 4,7001 4,1001 3,6001 3,9001 7,4001 7,8001 618001 4,6001 416007,400 6,800 4,6004,100 3,600 3,900 71800 4,6005,800 4,700

I全地裁 3441900 315,940 285,530 259,200 2361500 233!800 224,900 233,600 2331300 2331300

~、侭成27年度からの名簿登録看数 、
平成26年度までは,翌年度に予想される裁判員裁判対象事件数に基づいて算出していたが,平成27年度からは，

直近3年分の選定候補者の実績平均をもとにし,名簿使用率(おおむね56パーセント)も勘案して,必要な余力を持っ

た名簿登載者数を算定している。

平成29年度からの名簿登録者数

平成28年6月に改正公職選挙法が施行され,満18歳以上は選挙権を有するところ,満20歳未満の者は裁判員法

15条1項各号に掲げる者とみなし,裁判員候補者名簿を調整したときは直ちにそれらの者を消除しなければならない

（改正公職選挙法附則10条1項及び2項)。そこで,平成29年度からは,満18歳及び満19歳の者を消除することを

見越し,その分(人口割合等を勘案して約1． 9パーセント)を上乗せして名簿登録者数を算定している。

、 ノ

（ ●裁判員候補者選任状況等 ※制度施行～H30. 12末

出席謙め
呼出恥肖

られた儂衞佳

守 ・
者(D)

(C) (B-C)

出席車 出席率

(F) | (G)

(E/A) I (E/0)

選候れた

裁判員の

数

選侭れた

補充課|｜

員の勤

選定数

(A)

出席者数

(E)臘呼
里e正一 U 一

1

1
1

広島地裁(人）

X( 241 )

平均(人）

－１

『

27,717 9,060 18,657 9,807 8,850 61642
24,0% 75‘1％ 1,400 540

115@O 77,4 40,7 36‘7 1 27‘637.6

全地裁(人）

X( 11541 )

1,1731888 344,664 829,224 455,908 3291914373,316
28.1％ 72.4％ 66,407 22,580

I

平均(人） 101 .7 29.9 71.9 39.5 28.6323

‘※判決人員
、（ ノ
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I ’

(1)刑事訴訟事件の動向(裁判員裁判を含む｡）
、／

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

８
６
．
４
２
０
８
６
４
２

１
１
１
１
１

＄

一一管内全体(新受）

一一管内全体(未済）

一本庁(新受）

弓十一本庁(未済） ’

平成25年 平成26年 平成27年平成28年 平成29年．平成30年

平成30年平成27年 平成28年 平成29年平成25年 平成26年

（ 管内全体(新受） 1,1811.417 1.1511,599 1.5761,546

管内全体(未済） 559 548 438 454574 571

本庁(新受） 792 8221,055 9941.111 1 ,096

本庁(未済） 318 362430 435 430 447

’ }本庁,管内ともに新受は若干の増減はあるものの,減少傾向にある。

ノ
、 ノ

／ ‘

(2)刑事訴訟事件の処理状況(裁判員裁判を含む｡）(平成30年度）

、

一IF

未済事件係厩状況

未済事件

平均審理

期間
（日）

受
比
率

新
数
済

対
件
未く

長期未済

係屡状況

（％）

未済事件

合醗率

（％）

未済
累稲度

未済

改善率
既済率新受 未済既済

心＞国 I

0．95 0．44 0．860．86 1 26．526.5本庁 2．41778 6 5.2822 362

（ 11

11

呉 1． 17 1 ． 15 0．24 1 ． 14 6.76.774 15 5.3 13．363

／
11

尾巡 1．05 0．76 0．32 1 ．562.6 0.059 62 19

福山 11.51．05 0．56 0．28 2． 1352 2.2 0.0186 195

三次 0．29 2．201．24 0．26 0.021 26 6 1
Ⅱ

広島地裁
合計・平均

0．99 0．39 0． 96 22.71．901，151 454 5．31 4．61『135

Ｊ
も 1 1

全地裁

合計・平均
14．70．99 1．00 0．31 0．993．5 1.469，027 68.163 21，653

1， 181 1，2911， 181 1．291

I

平成29年

広島地裁
合針・平均

0．37 5.3 2.7 0．65438 1．09 1．811．81 10．8

0

※未済改善率は｜前年と比較したもの
、 ノ

－14－
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(3)裁判員裁判以外の刑事訴訟事件について(本庁）

ＦロⅡＩｌＩＩ９』ｌＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩｌ■■■■■■■可ｑ■■■■■■ａ■■■■■■■

■
咄
Ｐ
Ⅱ
１
Ｌ
ｌ
ｉ
■
４
用
Ⅲ
Ｈ
１
㎡
４
爪
１
１
．
１
座
１

1

1

1

平成29年平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成3o年

新受 ’目合議 ’ 741 77 70 26 24 29 30

｜
｜
’

単独I 7291,015 995 1,003 995 955 747

に
合計 776 7591，089 1,072 1,073 1,021 979

既済 合溌
ハヘ

，｡ 47 98 3182 98 116

I

I

単独 1,106 908 801 703934 939 969

合計 955 7341,032 1’055 1,032 8991,188

、
ノ

では,裁判員裁判施行後裁判員裁判を中心として公判期日の指定等が

ところ‘単独事件等の進行が滞留しないように.各裁判体においてスケ

を徹底して事件処理に取り組んでいる。

（
（4）医療観察法事件について

I
、

指定医療機関の管
理者による退院許

可又は入院継続確
認(49条1項,2
項）

対象者等による退

院許可又は医療の
終了(50条,55
条）

保護観察所の長に
よる処遇の終了又

は通院期間延長(5

4条1項,2項）

I検察官による42条

1項の決定を求める
申立て(33条1項）

合計

平成21年 6 51 5 3 65

平成22年 58 4 0 7412

平成2S年 9 52 10 I 72

平成24年 56 乃
一
池

9 i4 0

平成25年 56 88 【8

平成26年 6 59 ２ 1 68

平成27年 57
ハハ

0J 0 75

（ 平成28年 ７ 52 2 1 62

’平成29年 5 貝尽
UV 1 4 65

平成80年 548 2 0 64

※新受件数

平
院

ｒ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
匙

成20年‘県内に指定入院医療機関が整備(33床)され‘以後,同機関からの入

継続の申立てが大半となっている。

、
ノ

/
／、
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（5）準抗告事件(429条)について
、

／
広島地

福山支部

広島地

三次支部
広島地

尾道支部

広島地

呉支部
広凰地本庁全地裁鍵数 広島地総数

31 3７平成26年 158 229，570 221

３34平成27年 4
ハイ

gl219 14710，323

14 1平成28年 165 ２203
nl

廷I10，868

３平成29年 264204 162 ９11，166

38 3平成30年 8220 167 413,263

（

広島地裁本庁においては,平成28年度は前年比12％増加し,平成29年度

以降はほぼ横ばいの状況となっている。

／催い‐州峰

、
ノ‐

‐
‐
、

ノ、

（
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第4簡裁関係志空

’ 事件処理状況

（1）民事訴訟事件(通常訴訟,少額訴訟,少額訴訟判決異議訴訟)の処理状況(簡裁）
、〆

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

◆-----~一-一 ▼

一一管内全体(新受）

一p一管内全体(未済〉

一士一広島簡裁(新受）

一縄一広島簡裁(未済）

平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

(′
平成31年3月末平成26年 平成29年 平成30年平成2~7年 平成28年

管内全体(新受） 1,2915,687 5，0785,023 5,2224,820

管内全体(未済） 1.1811,3541 ,229 1，1111 ,107 1,247

広島簡裁(新受） 8813,6462,882 3,213 3,530 3,965

広島簡裁(未済） 773805 943 763769670

ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
、

新受は，平成21年をピークに平成26年まで減少した。平

のの，平成30年は再び減少した。平成30年と前年を月別

減少しており，平成30年7月豪雨が影響しているものと考
ノ、

（2）民事通常訴訟事件(ハ号)の内,交通事故損害賠償請求事件の受理状況等(簡裁）
〆 、

16.0％

14.0％

12.0％

10.0％

8.0％

6.0％

4.0％

2‘0％

0.0％

800

700

600

500

400

300

200

100

0

（
一

旨蔭 国 ‘ゴ
平成26年平成27年平成28年 平成29年平成30年

一日’一

’
ロ 管内全体(新受）

毛一交通割合(管内簡）

広島簡裁(新受） 一一交通割合(全国簡）

一一交通割合(広島簡） ’

平成31年3月末平成30年平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

6551 633管内全体(新受） 167685627 696

広島簡裁(新受） 97422356 370 320 362

交通割合〈全国簡） 6.3％6.1％ 6.4％ 6.8％ 6.5％5.6％

交通割合(管内簡） 13．5％12.8％ 14.1％14.1％ 14．0％ 129％

｜交通割合(広島簡） 11.4％9.5％ 11.9％13.3％ 12.2％ 9.5％

』
内の交通事故損害賠償事件の新受件数は，増加傾向を示していたが，平成30年は若干減少

6管内の新受全体に占める交通事故損害賠償事件の割合は，全国平均を大きく上回っている

－17－



（3）民事調停事件(調停全部,特定調停,一般調停(特定調停以外))の新受件数の推移(簡裁）
、／

’

‘

’
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１

１

へ
｡

、、
、

■ L■ 世…旦」 ■

、 ､

毎 、、

（ 平成18年平成19年平成20年平成21年平成22年平成23年平成24年 、平成Z5年平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年

’一湧際事件全部(管内全体)一山一 (管内全体） 一般鯛停(管内全体) 一調停率件全部(広島橋謹）猫定鯛停

１
１

平成31年

3月末
｜

’
平成3o年平成25句 平成27年 平鹿Z8梨|平成29年平疵22年 平成25年平戚1e年 平戚19年 平成23年 平成2姪？平成20年 平成21年

1 ,293調停事件全部(管内全体〕 1531,007 1,017 883 800 703 556 5033,445 2』0769,347 8,048 4,833

136特定綱停噌内全休〉

一般瀕停(管内全体）

調停事件全部〈広島鮪戟〉

140 137 85 74 201 ，201 503 245 19181381 6,628 3,698 2鰯391

747 660 566 471 429 133790 762 826966 ”
‐
｜
秘

1.135 1.054 875

69367 347 281 2801 ,938 1,548 920 626 459 452 3784,496

特定澗停(広島簡裁〉 76 84 43 43 10554 290 125 1 17 854，187 3，128 1,602 1,222

一般翻停(広島簡裁〉 RQ
凹凹366 334 335 302 282 263 238 237309 478 326 336336

新受は,特定調停がピークに達した平成'5年を境に減少に転じ,近年は大きく減少している｡一般調停も‘平成22年から平成

25年までは.ほぼ横ばいで推移したが,平成26年以降は減少している。

なお平成30年7月豪雨災害後,特例によって申立手数料が免除された調停申立ては‘平成31年8月末までに，管内全体で5

件あった｡また.広島簡裁では.同災害後「自然災害による被災者の侭務整理の関するガイドライン｣に基づく特定調停の申立

てに関する事務処理要領を策定し,対応することとしている(平成3.1年3月末時点では.その申立てはない｡）。
（

ノ
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ｒ
ｌ
Ｌ

L

』

第5その他

1広島弁護士会 }
FF

p

－一ｺ 一-

甲

■

Ｊ

Ｉ

１

日

ｌ

Ⅱ

Ｉ

＝

地区 | 話議贈駕
弁護士1人当たり

の管内人口(人）
会員数の推移(各年の1月1日現在）人数

I

600

590

580

570

560

550

合計 4,740594
I

広島地区会 3,528478

菫ごこ－呉地区会 10,95525
▲

--諒竺三
ソ

尾道地区会 11，619
■

Ｉ

Ｌ

叩

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

ｌ

１

１

▲

ｕ

ｌ

Ｉ

20

540

福山地区会 8，13863

（ 530

520
三次地区会 13,7238｜

I 平成27年平成28年平成29年平成30年平成31年

※平成31年4月1日現在 ※平成31年は4月1日現在

弁護士委員委員会名

1人広島地方裁判所委員会委員

1

1

I第一審強化方策広島地方協議会委員 19人
Ⅱ

r■ ｜L罰1 1

’
Ⅱ

簡裁判事稚薦委員会委員 2人
（ rｷｰ明三一《， ？ ~ .．■回

ﾉ
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I 』2法テラス広島

函
・執行部(所長1人，副所長4人）

・スタッフ弁護士3人(広島2人,呉1人）

|I
l l

執行部

■■■■■■■■I

ｌ ’法律事務所
１
１

’
■■■

「事 I業課長

I

■■■■■■■■ 一 一

’事業課第2係事業課第1係
h

国
選
弁
護
等

関
連
業
務

犯
罪
被
害
者

支
援
業
務

民 ! 情
助事 I 報
業法 ｜ 務提
務律 I 供
扶 I 業

総
務
係

（

＝二一一

選弁護士契約詞
H31.4.1現在,契約率73.2%(435人/594人）

＜参考…H2572.4%,H2675.6%,H2874. 1%,H3074. 2%>

I 国選弁護士契約率

’ I国選弁護業務取扱件数

3，000

2，755

502，500
一ノ ･ー

,264

－－ﾖぅ818－－－

2,288

2，000
1，724

1'649 1,544 1,486 1,430 今''~で1,617

1，500 被疑者

被告人

合計

■■■

1

｢王
（ ,03'0'015

1，000
647 605 569 1 i56056551

500

0

舜繊鶴要紗篠梨繊婆錦織聾繊疑奔緋碑梨繊操評纐蜂

■■ 平成30年平成29年平成27年 平成28年平成26年平成24年 平成25年平成23年

1,724被疑者 1,486 1,4301,649 1,5441,617 1,818 1,884

1，031被告人 1,015 858551 569 560605647

l
０
寺
Ｉ

一
言
ロ

今
巨 2,7552,104 2,501 2,2882,2182,264 2,423 2,435

－竺凹230月平均 175 191185 208203189 202
－－ ニニ
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